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申告申請書の作成に係るQ&A

イ 常用雇用労働者数に関して

Q1 パートタイマーやアルバイト等の有期雇用労働者も計上するのでしょうか。

有期雇用労働者であっても常用雇用労働者 (P20参照）に該当する労働者は計上が必要です。

Q2 年度の途中で退職した労働者も計上するのでしょうか。

戸途の‘ 者でってもー雇 ‘動者に該当る‘動者でれば 士噌 日については計上が必で
互なお、労働者派遣事業の事業主において登録型派遣労働者が年度の途中に退職した場合については、
P26~28をご確認ください。

Q3 他の法人に出向している労働者がいます。どちらの法人で計上したらよいでしょうか。

出□ の‘動者は，、則としてそのの生吾乞 るのに必 T主たる苧金を ムっている法人の‘動
としで上し ‘雨 当 ‘の告旦してい E3合はー せん ‘‘| "が困 T E3合は―
険の取扱いを―っている 主の労 者として取り扱って差し支えありません
ただし） 呟‘動者はP24の の又及いにTるためご注意ください

Q4 当社では労働者派遣事業を行っています。登録型の派遣労働者は常用雇用労働者に該当しますか。

P26~28記‘の に該当る登會型の炉遣‘動者に り ー用雇用‘動者に該当しま

Q5 専任役員は計上するのでしょうか。

壬＇几ーはー雇 ‘動者に該当しrいので号上の知 では ませんなお、兼務役員（雇用保険の一般
被保険者等に該当する方）は常用雇用労働者に該当する場合があります。

Q6 労働組合専従者で給与も労働組合から支払われている場合はとう計上するのでしょうか。

労働組合の常用雇用労働者として計上してください。

Q7 就業規則に畢づいて休職している労働者がいます。無給ですが計上が必要でしょうか。

＇の E3^ 血冷でってき上の文I とT E3^ が 詳細はP33をご確認ください。

Q8 自社の複数の事業所に勤務している常用雇用労働者について、とのように計上したらよいですか。

管理しやすいほうの事業所にまとめて計上してください。

口 雇用障害者数に関して

Q9 年度の途中で採用した障害者や、年度の途中で障害者になった従業員の計上で留意することはありますか。

算入すべき障害者の計上漏れにご智意ください。それぞれ採用月又は障害者となった月 (P45の表中「カ
ウン 炉日に記‘る 天圭を ることとTっだ日＂主ー車を ることとTっだ日から計上し
一 日に土又は*~をしてい「し＼ E3今は而 又は＝＝とTったの翌から号上し
た 主圭又は＂主王＝の E3合 の六、日のTから―王＝として；；ロって旨上

ることのないよう、ご留薫くださいp

Q10 精神疾患で通院中の従業員を精神障害者として計上できますか。

病院に通院していることのみをもって精神障害者として計上はできません。障害者雇用納付金制度上、聾裡
土車 己止 の六、可てい の ＂ 土車としで上で

Q11 年度の途中で離職又は転出した障害者や、年度の途中で障害者手帳の有効期限・再認定期日が過ぎた場
合の計上で留意することはありますか。

算入できない障害者の誤計上にご留意ください。離職又は転出した障害者は、算定華礎日に在籍している月
まで計上しま式また、更新後の手帳を離職等により事業主が取得できなかった場合、更新前の有効期間まで
計上します。なお、 効旦日を，，土過した旦日 ‘反‘竿 によ手 を― していTい吠慣とT ノ日 T 
る ＝の＂主一圭 己止 を去に／E3した E3今 を していTかった且可こついてその
日は＝＝としで上 ことはで せんこ出し の の E3合の いは P47※12 ご覗
くださいn



支給金は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。申請期限後であっても、 人超事業主は
法律上の義務である納付金等の申告申請は行わなければなりません。申告申請書を作成し、ご提出ください。
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Q12 障害者であることを確認できる書類がないのですが、本人からの申出等に基づいて計上できますか。

からの出のでは竺華として号上で せん P45「5 牛；；”のXI とr - →車の囲
とー害者の確認方法」にある確認車哨がある方だけを勺害者として計上します また、『害の 1 ・呈度につ
いても当該書類により確認できなければなりません。
※ 重度知的障害者として計上した障害者について、重度以外の知的障害者とする療育手帳（例えばB、B1、
B2)しか保管されておらす、重度知的障害者であることを確認する書類がなければ重度以外の知的障害者
として計上します。

Q13 実態として、週所定労働時間とおりに働くことができていない障害者はどのように計上すればいいです
か。

週―定‘ B □とー‘動Baに凸頂orゴじ准がる E3合はー‘動B司こよ雇区‘の直しを＇―いま
(P37をご参照くださいn)n 

Q14 吸収合併により雇用契約を承継した障害者について、雇入れ日はどうなりますか。

元の在籍企業に雇入れられた日が雇入れ日となります。雇用契約の承継の日が雇入れ日とならないことにご
注意ください（分割等の場合も同様です。）。

Q15 障害者手帳等にJR等の割引区分として「1種」又は「2種」との表記があります。これは障害等級で
しょうか。

「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種」などの記載は、障害等級ではありません。障害者手帳等の
記載を十分ご確認の上、正しい障害等級を確認、把握してください。

ハその他

Q16 支給金を申請し、申請期限を経過した後に、障害者手帳が有効期限切れとなっている者が見つかりまし
た。それと同時に別の障害者が見つかった湯合、プラスマイナスゼロで支給金の申請額は元のままとなり
ますか。

支給金を申請する場合、申請期限経過後に障害者を新たに計上することはできません。ご質問のケースは申
請期限経過後に障害者を追加することに該当します。この場合、障害者手帳の有効期限切れとなった障害者を
減じ、調整金の額を減額した内容に修正した申告申請書等を作成し、ご提出ください。

Q17 調整金を申請する予定でしたが申請期限を経過してしまいました。この場合とのような手続きが必要で
しょうか。
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Q18 調整金の申請を辞退しましたが、辞退の撤回は可能でしょうか。

申請期間内であれば辞退の撤回は可能です。調整金の金額が入った申告申請書を申請期間内に再提出してく
ださい。
なお、申請期限経過後は辞退の撤回はできませんので、申告申請書の申請額櫂に適正な金額が記載されてい
るか、十分ご確認の上ご提出願います。

Q19 休職期間を実労働時間に含める場合、変動型シフト制の労働者の休職期間はどのように計上すればいい
のでしょうか。

休職期間について勤務計画を作成していない場合は、所定労働時間及び実労働時間数が0時間となります。
ただし、勤務計画を作成していなくても賃金補償が行われている場合については、賃金補｛賞をされた時間数
を所定労働時間及び実労働時間として計上することができます。

※ 納付金関係事務担当者の交代の際、障害者の雇用管理や関係書類の引継ぎが十分ではないために追加納付な

どが生じることがありますのでご注意ください。

※ その他、 単純な集計誤り、転記誤りや誤記入にご注恵ください。




